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1. 計画実現化の基本的な考え⽅ 

本計画は、まちづくり全般の基本構想を示した「登別市総合計画」や北海道が定める「室

蘭圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を上位計画として、「都市計画に

関する基本方針」を定めたもので、今後、都市計画や各事業の実施計画などにより具体化

し、実現されることになります。 

また、本計画で示された将来像はおおむね 20 年後の都市の姿を描いたものであり、長

期的な展望に立って各施策の熟度や緊急性、事業効果などを検討しながら段階的・効率的

に進めていくことが必要です。 

そのためには、目標とする将来像に基づき、建築・開発のルールの決定や、都市計画道

路・公園などの都市施設の具体的な整備計画を決定する段階から、市民・企業・行政のそ

れぞれが適切な役割を分担し、お互いに協力し合いながらまちづくりを進めていく必要が

あります。 

 
 

  

計画実現化に向けて ５章 
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2. 計画の⾒直し 

市政を取り巻く状況は、近年ますます変化の速度を増しています。そのため、本計画の

策定後においても、社会経済情勢や市民のまちづくりに対するニーズの変化、近隣市町と

の連携など、時代に即した適切な見直しを行っていくことが必要となります。 

 

 策定後においても、登別市総合計画などの改定や社会経済情勢の変化などに即し、

必要に応じて適宜見直しを行うものとします。 

 地域・地区レベルにおいて、市民が主体となったまちづくりの機運の高まりに応じ

て、柔軟に計画内容の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の⾒直しのイメージ 
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3. 協働によるまちづくりと情報の共有化 

都市計画に関するまちづくりは、大きく分けて、市民や企業が自ら主体となって行う建

築や土地開発、行政等が行う都市施設などの整備や建築・開発のルールを定めて住みよい

まちを担保する規制・誘導に分けられます。 

本計画で描いた将来像を実現するためには、継続的に市民・企業・行政がそれぞれの役

割を認識し、積極的に関わっていくとともに、協力し合ってまちづくりを進められるよう

な体制を整えていくことが必要です。 

特に地域・地区レベルでのまちづくりの推進にあたっては、市民自らが主体となった取

組が必要となります。 

 

 本計画の実現のための具体的な計画づくりを進めるとともに、個々の計画や事業の

熟度などを考慮し、市民の理解と協力を得ながら、継続的にまちづくりを進めます。 

 身近な地域・地区におけるまちづくりのルールである地区計画や建築協定などの制

度を積極的に活用するとともに、市民主体のまちづくりを進めるため、計画段階に

おける市民参画の拡充を図ります。 

 本計画については、広報紙やウェブサイトを通じて市民に周知するとともに、まち

づくりの情報を市民と行政が互いに共有できるように情報交換・意見交換の場を創

出するなど、まちづくりに携わる人材の育成と市民のまちづくりへの参画を誘導し

ます。 

 

協働によるまちづくりと情報の共有化のイメージ  
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4. SDGs（Sustainable Development Goals）の取組 

 SDGs とは、「Sustainable（持続可能な） Development（開発） Goals（目標）」の略

称であり、平成 27 年（2015 年）９月に「国連持続可能な開発サミット」において採択さ

れた、令和 12 年（2030 年）までの国際社会共通の目標です。 

 SDGs は、持続可能な世界を実現するため、貧困や飢餓から経済成長や気候変動に至るま

で、世界が抱えるさまざまな課題を包括的に掲げた 17 のゴール（目標）と 169 のターゲッ

トで構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範

囲において、総合的に取り組むこととしています。また、SDGs は発展途上国のみならず、

先進国自身が取り組む普遍的なものとなっています。 

 本市は、「登別市総合計画第３期基本計画」や「第２期登別市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」等に基づき、将来にわたって安全・安心に住み続けることができるよう、SDGs の推

進に向けた取組を進めています。 

 本計画においても、持続可能なまちづくりを推進するため、SDGs の目標のうち、特に関

連の強い目標 11「住み続けられるまちづくりを」及び目標 17「パートナーシップで目標を

達成しよう」の２つの目標を意識し、まちづくりの目標を設定しています。 

 このまちづくりの目標を実現するために示した７つのまちづくりの方針は、目標 11 及び

17 の各ターゲットの内容ともつながり、地域ごとの具体的な取組である地域別構想を達成

することにより SDGs の推進を図るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs の 17 の⽬標 




